
・携帯などにホームページの更新情報などを発信します。
・登録は、携帯・パソコンどちらでも、または両方でもOK

メリット

①情報をいち早く伝えます。
②ホームページと連動します。

協議会のホームページ
からダウンロード

メールマガジン

申請書など

登録したいあなた
のメールアドレス
を決めてください。 協議会のホームページの

(お問い合わせ）を利用する

事務局アドレス
jimukyoku@tori3sk.jp  に直接メール①

②

登録方法はこちら

氏名とメールアドレス

「メルマガ登録希望」と記入して送信
あなたのメールアドレスをまちがえないように

事務局

事務局では、メールマガジンの運用を始めています。会員
の皆様からご好評をいただき、多くの方に登録していただ
いています。未登録の方は、この機会に登録をお済ませく
ださい。

○月○日までに申
請してください。

http://tori3sk.jp/ 鳥取県障がい者スポーツ検索


